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令和３年３月 26 日 

 

 

福生市の公共施設の対応について（段階的緩和期間の延長について） 

  

 

                 福生市新型インフルエンザ等対策本部長 

福生市長 加 藤 育 男 

 

 

東京都の方針及び市内の新型コロナウイルス感染者の状況を踏まえ、「「緊急事態宣

言」の解除に伴う福生市における対応について」（令和３年３月 18 日決定）で定めた

公共施設の段階的緩和期間について、期間終了期日を「３月 31 日」を「４月 21 日」

に変更し、当該措置期間を延長するものとする。 

対 策 本 部 会 議 
令 和 ３ 年 ３ 月 2 6 日 



1 
 

各施設の対応 

令和３年３月 22 日から４月 21 日まで（以下「期間中」という。）における各施設の対応

については、次の表のとおりとする。 

施設区分 施設名 対応 備考 

屋内体育施設 中央体育館  期間中、開館時間の短縮 

施設の閉館時間について、午後 10 時と

あるのを午後９時までとする。 

段階的緩和 

熊川地域体育館 

 

期間中、開館時間の短縮 

施設の閉館時間について、午後 10 時と

あるのを午後９時までとする。 

段階的緩和 

福生地域体育館 ※令和３年３月 16 日から同年９月末日

（予定）までは、新型コロナウイルスワ

クチン接種会場設営のため、利用不可 

新型コロナウ

イルスワクチ

ンの接種会場 

市民会館・ 

公民館 

市民会館 期間中、開館時間の短縮 

施設の閉館時間について、午後 10 時と

あるのを午後９時までとする。 

段階的緩和 

公民館 

松林分館 

白梅分館 

期間中、開館時間の短縮 

施設の閉館時間について、午後 10 時と

あるのを午後９時までとする。 

段階的緩和 

地域会館 わかぎり会館 

わかたけ会館 

扶桑会館 

かえで会館 

田園会館 

さくら会館 

松林会館 

白梅会館 

福東会館 

期間中、開館時間の短縮 

施設の閉館時間について、午後 10 時と

あるのを午後９時までとする。 

段階的緩和

児童館 熊川児童館 

田園児童館 

武蔵野台児童館 

通常どおり  

その他の施設 

輝き市民サポートセンター 期間中、開館時間の短縮 

施設の閉館時間について、午後 10 時と

あるのを午後９時までとする。 

段階的緩和 

プチギャラリー 通常どおり  

福庵 期間中、開館時間の短縮 

施設の閉館時間について、午後 10 時と

あるのを午後４時 30 分までとする。 

段階的緩和 

別紙 
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施設区分 施設名 対応 備考 

旧ヤマジュウ田村家住宅 通常どおり  

ふれあいひろば 通常どおり  

子育て地域活動室 通常どおり  

郷土資料室 通常どおり  

防災食育センター 当分の間、施設見学は中止とする。 現行のまま 

福祉センター 開館時間の短縮 

期間中、施設の閉館時間について、午後

10 時とあるのを午後９時までとする。 

※喫茶たんぽぽ及び老人福祉センター

（浴室を含む。）は通常どおり再開する。 

月曜日の閉館

時間は、通常

どおり午後５

時15分までと

する。 

まちなかおもてなしステー

ションくるみるふっさ 

通常どおり  

図書館 中央図書館 

武蔵野台図書館 

わかぎり図書館 

わかたけ図書館 

通常どおり  

学校開放 小・中学校 期間中、開放時間の短縮 

施設開放の終了時間について、午後９時

30 分とあるのを午後９時とする。 

段階的緩和 

屋外体育施設 福生野球場 

ネッツ多摩Ｓ＆Ｄフィール

ド（市営競技場）※ 

武蔵野台テニスコート 

期間中、開場時間の短縮 

施設の閉場時間について、午後９時30分

とあるのを午後９時までとする。 

※競技場のほ

か、テニスコ

ート及び会議

室を含む。 

段階的緩和 

加美平野球場 

グランド 

テニスコート（上記以外） 

市営プール 

通常どおり  

公園 多摩川中央公園及び福生南

公園のバーベキュー施設 

期間中、施設使用の休止を継続 飲食に係る施

設のため 

多摩川中央公園、福生南公

園及びかに坂公園の駐車場

及び複合遊具 

通常どおり  

 ※各施設において、感染予防・感染拡大防止に資する対策について、万全を期すものとする。 

    


